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Ⅰ いじめ防止に向けた基本的な考え方 

１ いじめの定義 

 

 

 

 

 

２ いじめの基本認識 

いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ問題」にはどのような特質があるかを十分に認識し、日々「未然防止」と

「早期発見」に取り組むとともに、いじめが認知された場合の「早期対応」に的確に取り組むことが必要である。いじめに

は様々な特質があるが、以下の①〜⑧は、教職員がもつべきいじめ問題についての基本的な認識である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の考え方のもと、本校では全ての教職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、いじめ問題

に全く無関係ですむ児童はいない。」という基本認識にたち、全校の児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送る

ことができるように、いじめ防止のための基本姿勢として、以下の５つのポイントをあげる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      平成２６年 ３月２４日策定（令和６年 ３月１５日改定） 

法第２条にあるように、「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児

童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて

行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 

【平成２５年度 文部科学省「いじめ防止対策推進法」より】 

①  いじめはどの児童にも、どの学校にも起こり得るものである。 

②  いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。 

③  いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。 

④  いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。 

⑤  いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。 

⑥  いじめは教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題である。 

⑦  いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりをもっている。 

⑧  いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき 

問題である。 

①  いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。  

②  児童一人ひとりの自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。  

③  いじめの早期発見のために、様々な手段を講じる。 （例）定期的なアンケートや教育相談の実施。 

④  いじめの早期解決のために、当該児童の安全を保証するとともに、学校内だけでなく各種団体や専門家と 

協力をして、解決にあたる。  

⑤ 学校と家庭が協力して、事後指導にあたる。  
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Ⅱ 組織の設置 

１ いじめ防止対策委員会の設置 

①  いじめ防止対策委員会の構成 

いじめ防止対策委員会の構成は、学校長が任命した副校長、主幹教諭、教務主任、児童支援専任、学年主任、

児童支援委員会、人権福祉委員会を中心に、養護教諭、スクールカウンセラーなどをメンバーとして設置する。な

お、メンバーは実態等に応じて柔軟に対応することも考える。 

②  委員会の運営 

いじめ防止及びいじめ対応のための組織として「いじめ防止委員会」を設置する。月１回定期的に開催する。また 

いじめの疑いがある段階で直ちに招集し、会において対応を協議するものとする。また、組織が有効に機能して

いるか、定期的に点検・評価を行い、児童の状況や地域の実態に応じた取組を展開することが大切である。 

 

≪ いじめ防止対策委員会組織≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ いじめ防止委員会の活動内容 

①  いじめ事案に対して、中核となり組織的に取り組む。 

②  情報の収集や記録、対応に関する役割分担をする際の中心となる。 

③  重大事案が起こった場合は、調査を行うとともに直ちに教育委員会に報告する。 

④  いじめの未然防止や早期発見のための環境づくりを行う。 

⑤  いじめを受けた児童に対する支援や、いじめを行った児童に対する指導の体制、対応方針の決定と保護者との

連携等の対応を組織的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

※事実確認のため調査班を編成する場合もある。 

※事案により柔軟に編成する。 

 

 

 

＜構成員＞ 

校長、副校長、主幹教諭、教務主任、児童支援専任、学年

主任、児童支援委員会、人権福祉委員会、養護教諭、スク

ールカウンセラー 等 

 

いじめ防止対策委員会 

＜調査班＞ 

担任、学年主任、児童支援専任、 

児童支援委員、養護教諭等 

＜対応班＞ 

担任、学年主任、児童支援専任、 

児童支援委員、学年職員等 

 

緊急対応会議 

いじめ発生 校内組織 

＜児童支援委員会＞ 

              連携 

＜人権福祉委員会＞ 

              連携 

＜各学年部（１～６年、７組、級外＞ 
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Ⅲ いじめ未然防止及び早期発見のための取組 

１ いじめの未然防止 

① いじめの未然防止のための、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりをする。 

② 人権教育や道徳教育の充実 

③ 学校いじめ防止対策委員会設置と活動内容を保護者に周知してもらう 

２ 年間を見通したいじめ防止指導計画の整備について 

●いじめの未然防止や早期発見のためには、学校全体で組織的、計画的に取り組む必要がある。そのため、年度当

初に組織体制を整えると同時に、年間の指導計画を立てて、学校全体でいじめ問題に取り組むことが大切である。 

≪年間指導計画≫ 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

職

員

会

議

等 

      

防

止

対

策 

      

早

期

発

見 

      

 

 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

職

員

会

議

等 

      

防

止

対

策 

      

早

期

発

見 

      

事案発生時、緊急対応会議の開催 

事案発生時、緊急対応会議の開催 

いじめ    

実態把握調査 

学級・学年づくり  人間関係づくり 

（Ｙ－Ｐアセスメントシート） 

（社会的スキル横浜プログラム） 

いじめ 

アンケート記名式 

教育相談期間（保護者面談）  年間を通じて 

職員研修会 

職員研修会 

学級・学年づくり  人間関係づくり 

（Ｙ－Ｐアセスメントシート） 

（社会的スキル横浜プログラム） 

いじめ 

アンケート 

児童指導講話 

（低中高ブロック） 

人権教育講話 

（人権週間） 

教育相談期間 

いじめ解決 

一斉キャンペーン 

いじめ防止

啓発月間 

学校説明会

等による保護

者啓発 

いじめ防止対策委員会 

 

いじめ防止対策委員会 
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３ いじめの早期発見 

①  学年研や日々の観察などによる、教職員が児童の些細な変化や状況を共通理解し、いじめを見逃さない教

職員の見守り体制の充実を図る。 

②  いじめ実態アンケートやYPアセスメントシートの活用により、児童からの情報や相談を受けやすくする体制を

整えておく。 

③  日頃から必要に応じて心のノートや生活ノートなどを通し、担任と児童・保護者が日頃から連絡を密にとること

で信頼関係を構築する。 

 

４ いじめ対応の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

④  

⑤  

⑥  

⑦  

⑧  

⑨  

⑩  

⑪  

⑫  

⑬  

⑭  

⑮  

⑯  

⑰  

 

 

５ いじめの解消 

     ・いじめの行為が少なくとも３か月間はやんでいること。また、いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じていない 

こと。保護者と本人に確認する。 

６ 研修の実施 

児童支援専任や児童指導委員会と連携し、教職員の資質を高めるために実践的な研修を行う。 

①  児童心理や行為、行動の背後にある子どもの人間関係を的確にとらえる能力を高める児童理解研修や事例研

修を行う。 

②  法や制度の確実な周知や関係機関等の専門家を講師とした研修などを行う。 

いじめ情報のキャッチ ●「いじめ防止対策委員会」を招集する。 

●いじめられた児童を徹底して守る。 

●見守る体制を整備する。（登下校、休み時間、清掃時間、放課後等） 

正確な実態把握 

 

指導体制､方針決定 

 

児童への指導・支援 

 

今後の対応 

 

●当事者双方、

周りの児童から

聴き取り、記録

する。 

●個々に聴き取り

を行う。 

●関係教職員と

情報を共有し、

正確に把握す

る。 

●ひとつの事象

にとらわれず、

いじめの全体

像を把握する。 

●指導のねらいを明

確にする。 

●すべての教職員の

共通理解を図る。 

●対応する教職員の

役割分担を考え

る。 

●教育委員会、関係

機関との連携を図

る。 

●いじめられた児童を保護

し、心配や不安を取り除

く。 

●いじめた児童に、相手の

苦しみや痛みに思いを寄

せる指導を十分に行う中

で「いじめは決して許され 

ない行為である」という人

権意識をもたせる。 

●継続的に指導や

支援を行う。 

●カウンセラー等の

活用も含め心の

ケアにあたる。 

●心の教育の充実

を図り、誰もが大

切にされる学級

経営を行う。 

●直接会って、具体的な対策を話す。 

●協力を求め、今後の学校との連携 

方法を話し合う。 

保護者との連携 
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Ⅳ 重大事態への対処 

１ 重大事態の定義 

 

 

 

 

２ 重大事態の報告 

学校は、重大事態であると思われる案件が発生した場合には、速やかに教育委員会、警察等の関係機関へ報告 

する。管理職が中心となり、学校全体で組織的に対応し、迅速に事案の解決にあたる。また、事案再発防止のための 

調査を行い、継続的な支援・指導を行う。いじめを受けた児童・保護者に対して、調査によって明らかになった事実関 

係を必ず報告する。 

３ その他の留意事項 

事案によっては、マスコミ対応も考えられる。対応窓口を明確にし、誠実な対応に努める。 

教育委員会から報告を受けた市長が、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要であると認めた場 

合、法第２８条第１項の規定による調査の結果について調査（「再調査」）を行う。 

 

Ⅴ いじめ防止対策の点検・見直し 

  学校は、いじめに対応する組織体制や対応の流れ等を、年１回は見直し、必要に応じて検討し、措置を講じる。 

  

いじめの重大事態の定義は、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大

な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当な期間学校を欠

席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」とされている。 

 


